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京都市消防局総務部総務課 

 

火災注意報及び火災警報の運用開始 
 

京都市では、京都市火災予防条例等の一部を改正することにより、「火災注意報」を新設すると
ともに、「火災警報」の運用を一部変更し、新たな制度の運用を開始します。本制度の運用開始後
は、火災が発生しやすい気象状況となった場合に「火災注意報」又は「火災警報」を発令し、火の
使用を制限するなど火災予防上必要な措置を求めます。 

 
【制度概要】 
  本制度の運用は、当該条例改正に係る議案が京都市会で可決されることが前提となりますの

で、あらかじめ御了承ください。 
 

＜発令基準＞ 

 ＜発令時の市民等の義務＞ 

区 分 発 令 基 準  

火災注意報 乾燥注意報が４日連続で発表されたとき 

火 災 警 報 乾燥注意報が５日連続で発表され、かつ、強風注意報が発表されたとき 

区 分 市 民 の 義 務 等 

火災注意報 

（本市条例第２９条の２関係）＜努力義務＞ 

火気を使用する場所の付近に放置され、又はみだりに存置された可燃
性の物品の除去その他火災予防上必要な措置を講じるよう努めなければ
ならない。 

（その他火災予防上必要な措置の例） 

⑴ 火を使用しているときは、その場を離れないこと。 

⑵ 十分な消火準備を行うこと。 

⑶ 確実に消火すること。 

（罰則：罰則規定なし） 

火 災 警 報 

（本市条例第３０条関係）＜義務＞ 

⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。  

⑵ 煙火を消費しないこと。  

⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。  

⑷ 屋外においては、可燃物の付近で喫煙をしないこと。 

⑸ 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火の粉を始末すること。 

（罰則：３０万円以下の罰金又は拘留（消防法第４４条第１８号）） 



 

 
【運用開始日】 
 令和８年３月３１日 
 
【背景と目的】 

令和７年２月に岩手県大船渡市において発生した大規模な林野火災を受け、国において検討会
が開催され報告書が取りまとめられました。この報告書を踏まえ、京都市では、林野火災を含め
た火災の発生状況などを考慮し、新たに火災に関する注意報を新設するなど、条例等の規定を整
備し、火災予防を一層進めていくこととしました。 
 
【発令時の周知方法】 

京都市及び消防局の公式 SNS、京都市情報館への投稿のほか、公共交通機関や報道機関等を通
じて、市民や観光客等に周知します。 
 
【特徴】 
  ・ 総務省消防庁の指標に基づく基準や地域事情を踏まえ、京都市を含む京都府南部地域の 

１０消防本部が共同で、独自の発令基準を運用することとしている。（全国的にも珍しい。）  
 ・ 京都市内の鉄道機関などの協力を得て、京都に入洛する観光客やハイカー等に火災注意報

等を周知する体制を整えている。 
 
＜お問合せ先＞ 
京都市消防局総務部総務課 
電話：０７５−２１２−６６２９ 


